
2.チTムリーダー、施設長等の段階における論点

【社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針(平成19年 8月 )】

○ 国家資格等の有資格者について、さらに高い専門性を認証する仕組みの構築を図るなど、従事者の資質向上に取り組むこと。(職

能団体、養成機関の団体その他の関係団体等)

【平成19年「社会福祉士及び介護福祉士法」一部改正法衆議院厚生労働委員会附帯決議(平成19年 11月 )】

○ 社会的援助を必要とする者が増加していることにかんがみ、重度の認知症や障害を持つ者等べの対応、サービス管理等の分里刊こ

おいて、より専門的対応ができる人材を育成するため、専門社会福祉士及び専門介護福祉士の仕組みについて、早急に検討を行う
こと。また、介護福祉士をはじめ、関連分野専門職が社会福祉士となるための必要な履修認定等について検討すること。
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3.その他の論点
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